
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日

参

議

院

内

閣

委

員

会

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

個
人
情
報
の
定
義
等
を
政
令
等
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
、
消
費
者
や
事
業

者
等
多
様
な
主
体
か
ら
広
く
丁
寧
に
意
見
を
聴
取
し
、
保
護
対
象
を
可
能
な
限
り
明
確
化
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二

匿
名
加
工
情
報
の
規
定
の
趣
旨
が
個
人
情
報
の
利
活
用
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者

が
匿
名
加
工
情
報
を
作
成
す
る
際
に
必
要
と
な
る
基
準
を
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
趣

旨
に
つ
い
て
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三

国
境
を
越
え
た
個
人
情
報
の
移
転
は
、
合
理
的
で
安
全
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
可
能
に
し
、
社
会
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
海
外
に
お
け
る
個
人
情
報
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
個
人
情
報
の
移
転
を
不
当
に
阻
害
し
な
い
よ
う
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

第
三
者
提
供
に
係
る
記
録
の
作
成
等
の
義
務
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
と
実
効
性
を
確
保
し
つ
つ
、
事
業
者
に
過
度
な
負

担
と
な
ら
な
い
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。



五

情
報
通
信
技
術
の
進
展
、
事
業
者
の
事
業
規
模
、
財
政
状
況
等
に
応
じ
た
影
響
等
を
考
慮
し
た
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
の
委
員
、
専
門
委
員
及
び
事
務
局
に
つ
い
て
は
、
民
間
に
お
け
る
個

人
情
報
の
利
活
用
の
実
務
に
つ
い
て
十
分
な
知
見
と
経
験
を
持
つ
者
、
消
費
者
保
護
に
精
通
す
る
者
等
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
登

用
す
る
と
と
も
に
、
情
報
シ
ス
テ
ム
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
に
関
す
る
高
い
識
見
を
有
す
る
人
材
に
つ
い
て
も
確
保
す
る

こ
と
。
ま
た
、
同
委
員
会
が
十
全
に
そ
の
権
限
を
行
使
し
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
た

め
、
事
務
局
職
員
の
定
員
の
確
保
、
高
度
な
専
門
性
を
有
す
る
人
材
に
対
す
る
処
遇
の
充
実
、
職
場
環
境
の
整
備
等
に
特
に

努
め
る
こ
と
。

六

我
が
国
の
個
人
情
報
の
保
護
水
準
が
国
際
的
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諸
外
国
に
積
極
的
に
周
知
し
、
相
互
理
解
を

深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

七

情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
よ
り
、
漏
え
い
し
た
個
人
情
報
の
拡
散
が
容
易
に
な
る
な
ど
の
環
境
変
化
の
中
で
、
個
人
の
権

利
利
益
侵
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
民
間
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
扱
う
あ
ら
ゆ

る
側
面
で
情
報
が
適
切
に
取
り
扱
わ
れ
る
環
境
を
あ
ら
か
じ
め
作
り
込
む
と
い
う
考
え
方
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
バ
イ
・
デ
ザ

イ
ン
）
に
基
づ
く
取
組
を
支
援
し
、
さ
ら
な
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
を
図
る
こ
と
。

八

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
個
人
情
報
の
保
護
の
実
効
性
の
確
保
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
人
情
報
取
扱
事

業
者
等
が
講
ず
べ
き
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
必
要
な
支
援
に
努
め
る
こ
と
。

九

個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
、
公
的
機
関
に
お
け
る
個
人
情
報

の
取
扱
い
に
係
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
環
境
の
高
度
な
監
視
を
行
う
等
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
十
分
な
人
員
・
予
算
の
継
続
的
な
確
保
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講



ず
る
こ
と
。

十

平
成
二
十
七
年
五
月
に
発
生
し
た
日
本
年
金
機
構
の
個
人
の
年
金
情
報
流
出
事
案
に
よ
り
国
民
の
不
安
が
拡
大
し
た
こ
と

に
鑑
み
、
日
本
年
金
機
構
の
み
な
ら
ず
国
及
び
地
方
の
行
政
機
関
、
独
立
行
政
法
人
そ
の
他
の
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
公
的

機
関
に
お
い
て
、
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
す
る
者
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
知
識
と
モ
ラ
ル
の
向
上
、
法
令
・
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
の
遵
守
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
研
修
の
実
施
な
ど
継
続
的
な
人
材
育
成
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
万
全
の
内
部
統
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
公
務
に
従
事
す
る

者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
、
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
厳
罰
化
等
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
一

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
シ
ス
テ
ム
整
備
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
施
に
つ
い
て
、
地

方
公
共
団
体
の
財
政
負
担
並
び
に
当
該
シ
ス
テ
ム
整
備
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
従
事
す
る
職
員
の
業
務
負
担
を
軽

減
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
を
十
分
に
考
慮
し
、
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
二

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
公
的
個
人
認
証
機
能
の
利
用
時
に
お
け
る
本
人
認
証
方
法
に
つ
い
て
、
生
体
認
証
の
導
入
を
含

め
、
よ
り
安
全
か
つ
簡
易
な
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
三

高
度
サ
イ
バ
ー
攻
撃
が
大
き
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
技
術
が
日
進
月
歩
進
化
し
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
特
に
政
府
機
関
に
お
い
て
は
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
標
的
と
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
業
務
領
域
を
選
定
し
、
当
該
業
務

領
域
に
係
る
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
く
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
徹
底
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
併
せ
て
政
府
機
関
が
統
一
的

で
効
率
的
な
運
用
を
行
え
る
よ
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
四

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
時
代
の
科
学
技
術
研
究
及
び
産
業
界
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
先
導
す
る
役
割
を
果
た
す
デ
ー
タ
分
析
官

の
育
成
を
促
進
す
る
た
め
、
専
門
教
育
組
織
の
設
置
な
ど
、
必
要
な
基
盤
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。



十
五

本
法
の
施
行
後
も
継
続
的
に
教
育
、
広
報
そ
の
他
の
活
動
を
通
じ
て
、
個
人
情
報
及
び
匿
名
加
工
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
の
下
で
の
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
番
号
利
用
法
の
施
行
ま

で
に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
徹
底
を
図
り
、
そ
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ

う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
番
号
利
用
法
の
施
行
後
も
必
要
に
応
じ
広
報
啓
発
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


